
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総  合  会  計 

山口市小郡高砂町 8 番 11-201 号 
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E-mail：info@sogo-k.net   

HP：http://www.sogo-k.net 

周 南 総 合 会 計 

周南市清水二丁目 11 番 11 号共立ビル 2-B 

TEL 0834-61-0955 FAX 0834-61-0956 
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 ㈱総合会計 所長 金巨功 

 
～2008 年の「解」は、自覚的・自主的・自立的な人づくりにあり～ 

 私は誰よりも良い経営者になろうと決意し、中小企業家同友会で「もがき苦しみながら」も学

ばせてもらっています。昨年は山口同友会で初めての全国行事である、青年経営者全国交流会を

設営して 935 名も参加していただき、会員の増強でも大きな成果を得ることができました。その

過程で、同友会会員の自覚的・自主的・自立的な成長を目の当たりにして、経営者が「総合的な

経営能力を身につける」ことや、社員が「全人格的な成長をし続ける」ことの重要性を思い知ら

されました。そして「自分とかかわるすべての人の成長(自らも含めて)が私の喜び」ということ

を体感しました。 
 同友会では、多くの報告者からその実践例を学びました。いくつか紹介すると、 

こうした能力を備えながら、１人で仕事をする実務能力や経済的自立が可能だけれども、総合会

計の経営理念を実現すべく「敢えて」この事務所で命を賭して頑張りたいという職員にみんなが

なることが私の夢でもあり、責任でもあると自覚しています。 
 所詮、経営者の能力はたかが知れています。だからこそ、自分の不十分さを率直に認め、社員

と「経営理念」という「錦の御旗」でベクトルを合わせ、「経営理念」の実現のために団結・連帯

し、ともに成長することが何より大事だと思っています。 
昨年は、原料高にともなう大企業の製品値上げが相次ぐ一方、力関係から価格に転嫁できない

中小企業との「格差」をまざまざと見せつけられた１年であったと思います。さらに今年はそれ

が加速し、このままでは、潰されてしまう中小企業も多くでるでしょう。そうしないためには、

それぞれの会社の「経営理念の全面実践」が求められます。2008 年の混迷を続ける諸問題を解決

する「解」は、自覚的・自主的・自立的な人づくりにありと私は確信しています。 
 

大田堯先生(東大名誉教授) 
①人は、それぞれそもそも違う。 ②人は誰でも不完全である。 
③人は、だから故に人との関わりの中で成長する。 

真鍋明氏((株)マルブン社長) 
①本当に人が育つときは、その人自身が気づく。 
②教えることはある程度できるが、それ以上のことは社員が「成長し

たい」「貢献したい」という気持ちになるかどうかにかかっている。

③社員が悩んでいるときにはひたすら待つ。「気づかない限り」人は変

わらない。 

① 「自覚」は、自分自身の人としてのあり方、総合会計での役割をわきまえることであり、 
② 「自主」は、他人からあれこれと指示されて動くのではなく、自らが能動的に行動することであり、

③ 「自立」は、他の援助を受けなくても、実務的にも経済的にも独り立ちすることです。 

 私も昨年、我が事務所の経営理念を深く掘り下げ社員の前で自分の考えを熱く語りました。

「自覚的・自主的・自立的な成長」にふれた部分を紹介します。 

 



平成 20 年度税制改正案の概要について 

 

 

（１）研究開発税制・情報基盤強化税制 

○ 研究開発税制について、試験研究費の総額に係る税額控除（法人税額の 20％を限度）に追加して、

売上高に占める割合が 10％を超える試験研究費に係る税額控除とを選択適用できる制度を創設（法

人税額の 10％を限度）。 

○ 情報基盤強化税制について、対象となるソフトウェアの範囲を拡大。中小企業の情報基盤への投

資を促進するため、中小企業については投資下限額を 70万円に引下げ（現行 300万円）。 

（２）中小企業・ベンチャー支援 

○ 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除の特例について、中小企業の人材育成に資する観点か

ら、労働費用に占める教育訓練費の割合が 0.15％以上の場合に、教育訓練費の総額の一定割合を税

額控除できる制度に改組。 

○ 起業期のベンチャー企業に対する資金を広く呼び込むため、エンジェル税制を大幅に拡充し、設

立３年目までの一定の特定中小会社に出資した場合に寄附金控除の適用を認める制度を創設（1,000

万円を限度）。 

（３）事業承継税制 

○ 中小企業の事業承継の円滑化に資するため、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度

（相続等により取得した一定の議決権株式等に係る課税価格の 80％に対応する相続税の納税を猶

予）を創設（21年度税制改正で対応） 

（４）減価償却制度 

○ 項目数の多い機械・装置を中心に資産区分を整理するとともに、使用実態を踏まえ、法定耐用年

数を見直す。併せて、耐用年数の短縮特例制度について、承認申請の事務負担に配慮し、手続を簡

素化。 

（５）金融・証券税制 

○ 金融所得の一体化に向け、上場株式等の譲渡益・配当に係る７％（住民税とあわせて 10％）軽減

税率は平成 20年末をもって廃止（平成 21年以降 15％（住民税とあわせて 20％））。その際、円滑 

に新制度へ移行する観点から、特例措置として、平成 21年及び平成 22年の２年間、500万円以下の 

譲渡益及び 100万円以下の配当について７％（住民税とあわせて 10％）の税率を適用。 

○ 個人投資家の株式投資リスクを軽減するため、平成 21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との

間の損益通算の仕組みを導入。 

（６）その他 

○ 特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額を、拡大（所得基準を所得金額の５％に引上げ） 

○ 認定ＮＰＯ法人制度について、認定要件を緩和。また、認定の有効期間を５年に延長する（現行

２年）等、申請手続の負担を軽減。 

○ 土地の売買に係る登録免許税（本則 20/1000）について、３年間軽減税率を適用。 

○ 揮発油税、地方道路税、自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を 10年延長。 

○ 納税者利便の向上を図るため、将来行う予定の取引を事前照会の範囲へ追加する等、事前照会に

対する文書回答手続を改善。 

○ 電子申告において、添付を省略できる書類の範囲を拡大。 

 

 平成２０年度税制改正大綱が昨年の１２月１３日に自民党税制調査会で発表されました。今月はその一部

を抜粋してお知らせします。多くの人の関心事である消費税については、将来的に増税する必要性があると

しながらも、今回の税制改正案では引き上げは明示されませんでした。また、今回の改正は、昨年度の定率

減税の廃止など、直接影響を受けるような増税項目はなく、小幅な改正に留まったといえます。 
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